
観
大
に
當
漉
す
べ
き
三
斜
來
面
面
、
こ
奉
存
候
、
雲
上
｝
大
念
事
務

な
り
」
ミ
あ
る
の
み
で
あ
る
。
是
等
の
事
實
に
糠
っ
て
考
ふ
る
に

元
年
正
月
下
旬
に
於
て
、
木
戸
が
兵
庫
へ
出
向
し
た
形
跡
の
な
い

事
は
略
之
を
想
像
し
得
る
・
こ
患
ふ
。
叉
伊
達
宗
城
の
「
御
手
留
鷺

記
」
に
よ
れ
ば
、
正
月
二
＋
四
日
の
條
に
、
外
國
事
務
総
督
九
る

伊
蓬
は
是
非
木
戸
を
大
阪
に
律
は
ん
ミ
し
た
が
、
三
豊
公
は
木
戸

を
総
裁
局
下
闇
に
任
す
る
か
ら
ε
て
之
を
許
さ
す
。
斯
く
て
二
月

朔
日
に
至
り
、
木
戸
は
燧
に
外
藩
事
務
掛
を
兼
錨
す
る
こ
ミ
・
な

っ
て
、
始
め
て
下
阪
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
二
月
八
日
に
は
最

早
肺
京
し
て
居
た
事
蟹
が
あ
る
か
ら
、
若
し
木
戸
が
樫
藤
－
こ
兵
庫

に
會
古
し
た
隔
こ
せ
ば
即
ち
右
の
下
阪
の
際
で
あ
っ
て
、
二
月
朔
日

以
後
同
八
日
以
前
の
間
で
は
な
か
ら
う
か
。
果
し
て
然
ら
ば
薩
藩

領
土
十
萬
石
獣
納
の
撒
日
前
の
事
に
属
し
、
俳
藤
公
の
實
話
に
符

合
す
る
黙
が
多
い
ミ
臓
ふ
。
尤
も
木
戸
が
版
籍
奉
還
の
建
議
を
三

條
岩
倉
爾
卿
の
許
に
差
出
し
た
の
は
、
伊
藤
、
こ
會
宣
し
て
蹄
京
後

早
々
の
事
で
あ
る
か
、
或
は
薩
藩
領
土
返
献
の
上
表
後
で
あ
る
か

は
全
く
不
明
で
、
何
等
之
を
推
定
す
る
に
足
る
も
の
が
な
い
。

明
の
上
灘
時
代
日
本
人
の
マ
カ
オ
騙
逐
に
就
て

　
十
六
七
世
紀
の
頃
日
本
人
の
マ
カ
オ
に
往
馴
す
る
者
が

多
か
っ
た
事
は
、
近
藤
守
重
の
『
亜
聖
語
聾
賂
』
（
扁
一
　
一
）
に

引
用
せ
る
寛
マ
永
十
九
年
（
一
六
四
二
年
、
明
紫
苧
十
五
年
）

長
崎
李
戸
人
別
帳
に
、
川
崎
や
助
右
衛
門
の
女
房
生
國
高

　
　
　
第
六
巻
　
　
研
　
究

明
の
萬
暦
聴
代
H
本
人
の
二
・
カ
オ
騒
蓬
に
予
て

交
學
博
士
　
矢

野

仁

一

麗
の
も
の
に
て
、
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
年
、
本
暦
三
十

九
年
）
長
崎
へ
來
り
、
天
川
へ
壷
渡
さ
れ
、
切
支
丹
に
な

り
、
元
和
二
年
蹄
淫
し
た
ビ
云
ふ
記
事
、
又
池
本
小
四
郎

ビ
云
ふ
者
の
父
は
生
國
高
麗
の
も
の
に
て
、
幼
に
し
て
長

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
九
　
（
四
九
）



　
　
　
嬉
六
，
巻
　
　
研
　
究

崎
に
煙
り
、
切
支
丹
に
な
6
て
天
川
へ
渡
b
、
慶
長
二
年

（一

ﾜ
九
七
年
、
萬
暦
二
十
五
年
）
長
崎
に
來
た
ε
云
ふ
記

事
な
ご
が
見
え
て
居
る
に
て
も
想
像
さ
れ
る
。
『
愚
管
編
』

（
懇
三
十
、
香
山
漢
）
に
総
督
張
鳴
岡
が
、
萬
暦
四
十
二
年

に
襖
夷
邸
ち
マ
カ
オ
に
於
け
る
葡
萄
牙
入
の
艶
気
を
硫
言

し
た
る
中
に
、
「
醜
中
私
信
奴
、
旦
私
蓄
築
培
垣
、
抗
殺
官
兵

倭
区
有
妻
子
鷹
舎
、
今
不
亡
一
矢
、
逐
名
取
船
、
押
逡
出

身
、
数
十
勾
画
中
之
患
、
一
旦
怯
除
」
ご
言
っ
て
あ
る
。

『
明
史
』
佛
郎
機
器
に
も
「
総
督
戴
耀
在
事
十
三
年
、
養
成

其
患
、
導
入
叉
官
倉
下
露
、
敵
殺
官
軍
」
の
文
が
見
え
て

居
る
。
當
時
日
本
人
の
マ
カ
オ
に
居
住
す
る
者
影
多
し
く
，

之
が
駆
逐
は
當
時
の
大
問
題
た
り
し
こ
ご
は
明
か
で
あ

る
。

　
當
時
マ
カ
オ
に
は
日
本
人
の
み
な
ら
す
、
亜
細
亜
各
地

の
人
民
は
群
聚
雑
居
し
て
居
た
筈
で
あ
る
の
に
、
何
赦
に

腿
本
人
の
み
の
騙
逐
は
問
題
こ
な
っ
た
か
、
萬
暦
四
十
二

年
日
本
人
の
駆
逐
後
、
海
道
會
安
広
が
石
碑
に
勧
し
た
ε

明
の
萬
謄
畔
代
臼
本
人
の
て
カ
ナ
騙
遽
に
就
て　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　

騰
○
（
五
〇
）

云
ふ
禁
額
の
中
に
漢
商
穿
ち
葡
萄
牙
商
入
が
倭
奴
を
畜
養

し
て
從
前
通
b
洋
船
に
順
搭
し
て
貿
易
で
る
者
あ
れ
ば
軍

法
を
以
て
慮
蔑
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
だ
る
一
條
が
あ
る
。

又
…
↓
ハ
○
ム
ハ
年
（
萬
暦
三
十
四
年
）
虫
片
岩
・
○
器
。
芦
綴
奪
回
（
謬
贈

冨
く
。
瓦
。
）
の
天
主
堂
が
支
那
人
に
依
っ
て
襲
盤
質
…
澱
さ

れ
た
蒔
に
、
此
天
主
堂
内
に
奉
仕
し
た
る
日
本
の
從
僕
等

が
之
に
抗
拒
せ
ん
ε
し
、
葡
萄
牙
の
耶
蘇
會
徒
に
、
煙
害
を

惜
む
が
爲
め
に
互
害
を
醸
す
は
愚
な
り
こ
て
遮
止
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
り

こ
ご
が
あ
る
、
ト
ソ
ゴ
ウ
ル
ト
『
支
那
西
敷
史
』
に
、
若
し

適
時
に
日
本
の
從
僕
等
を
遮
止
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
怯

儒
な
支
那
人
を
撃
退
し
、
暴
動
を
甚
し
か
ら
ざ
る
鑓
歴
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
亀

る
こ
ご
は
必
で
し
も
難
事
で
な
か
っ
た
機
に
述
べ
て
あ
る

當
時
マ
カ
オ
に
於
て
宗
論
上
め
激
烈
な
る
蕪
孚
が
起
り
、

耶
蘇
會
反
勤
の
徒
が
此
頃
北
京
よ
り
蹄
っ
て
マ
カ
オ
に
あ

り
し
耶
蘇
會
士
ラ
ザ
ル
ス
、
　
カ
タ
子
ウ
ヤ
ス
（
ζ
舞
厭
易

∩
舞
磐
。
霧
）
支
那
帝
位
凱
観
の
陰
謀
を
抱
い
て
居
る
ご
の

流
説
を
撒
布
し
た
こ
ご
が
あ
る
。
此
時
カ
タ
子
ウ
ス
援
助



の
爲
め
に
、
印
度
及
び
日
本
よ
り
水
軍
が
來
り
つ
、
あ
る

ご
云
ふ
こ
ビ
が
、
深
一
支
那
人
間
に
信
ぜ
ら
れ
て
贋
束
各

地
方
に
非
常
な
騒
擾
ご
恐
怖
芒
を
傳
幽
し
だ
こ
ビ
は
、
亦

ト
ソ
ゴ
ウ
ル
ト
の
記
事
に
見
え
て
居
る
。
當
蒔
日
本
人
は

南
支
那
或
は
南
海
諸
島
に
於
て
勇
敢
無
比
を
以
て
稽
せ
ら

れ
、
畏
怖
せ
ら
れ
て
居
π
こ
ご
は
想
像
さ
れ
る
。
マ
カ
オ

の
葡
萄
牙
人
は
之
を
利
用
し
、
或
は
貿
易
船
に
乗
せ
て
、

海
賊
の
防
禦
に
當
ら
し
め
、
或
は
天
主
堂
叉
私
邸
に
於
て

も
番
人
ご
し
て
使
役
し
、
警
護
に
當
ら
し
め
た
も
の
、
機

で
あ
る
。
一
六
二
三
年
（
天
啓
三
年
、
元
和
九
年
）
ア
ム
ボ

イ
ナ
に
於
て
、
和
蘭
・
人
の
爲
め
に
英
吉
利
人
ご
共
に
虐
殺

さ
れ
た
日
本
人
な
ざ
も
矢
張
り
か
う
し
た
種
類
の
日
本
人

で
、
從
僕
こ
し
て
英
吉
利
人
に
使
役
さ
れ
て
居
た
者
の
機

で
あ
る
。
葡
萄
牙
人
が
マ
カ
オ
の
天
主
堂
砲
毫
城
壁
等
の

建
築
に
日
本
人
を
使
役
し
判
こ
ご
は
疑
ひ
が
な
い
Q
有
名

な
マ
カ
オ
の
セ
ン
ト
パ
ゥ
ロ
天
主
堂
は
一
六
〇
二
年
（
萬

暦
三
十
年
、
慶
長
七
年
）
に
建
立
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が

　
　
　
第
六
巻
　
　
研
　
究

明
の
萬
暦
時
代
臼
本
入
の
マ
カ
愛
鳳
雛
に
就
て 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

そ
れ
は
臼
本
人
の
手
に
成
つ
だ
も
の
、
機
で
あ
る
。
ジ
イ

サ
ス
の
『
史
的
マ
カ
オ
』
に
、
セ
ン
ト
・
パ
ウ
ロ
天
主
堂
の

建
築
中
、
板
團
ひ
が
設
け
ら
れ
た
の
で
、
支
那
人
は
大
き

な
砲
壷
で
も
秘
密
に
建
築
さ
れ
つ
、
あ
る
如
く
疑
ふ
楼
に

な
っ
た
が
、
そ
れ
は
此
二
事
に
難
事
せ
る
勢
働
者
は
、
日

本
人
で
あ
っ
だ
爲
め
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
ε
云
ふ
樺
…
な

記
事
が
見
え
て
居
る
◎
倉
出
修
ご
郎
氏
の
世
界
に
於
け
る

日
本
人
に
幕
軍
に
は
往
時
日
本
入
の
建
立
せ
る
寺
院
今
に

存
し
、
當
時
の
遺
民
爾
ほ
存
在
す
る
あ
う
釜
言
っ
て
あ
る

が
、
　
セ
ン
峯
パ
ウ
賞
天
主
堂
が
一
八
圃
二
四
年
一
月
二
十
山
ハ

日
（
或
は
二
十
七
日
）
夜
の
失
火
で
灰
儘
に
録
し
た
こ
ご
は

の

ユ
γ
グ
ス
プ
ッ
ト
の
『
葡
萄
牙
支
那
殖
民
地
略
史
』
の
記
事

に
依
っ
て
明
か
で
あ
る
。

　
『
野
獲
編
』
に
つ
心
中
私
蓄
倭
奴
、
且
私
築
培
垣
、
抗
殺

官
兵
」
ε
言
っ
て
あ
り
、
『
明
更
』
佛
逸
機
傳
に
「
番
人
又
潜

匿
倭
賊
敵
殺
官
軍
し
ご
言
っ
て
あ
り
、
叉
『
明
史
』
佛
郎
機

虚
血
鳴
岡
の
上
言
に
「
漢
之
有
倭
賊
、
猶
虎
之
雲
斎
也
」
ご

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
五
一
　
（
五
一
）



　
　
　
第
六
巻
　
　
研
究

言
っ
て
あ
る
こ
ε
を
考
へ
る
ご
、
此
等
の
疑
本
人
が
屡
々

明
の
官
兵
ε
衝
突
し
、
之
を
苦
し
め
た
こ
ご
が
察
せ
ら
れ

る
。
そ
れ
が
明
の
マ
カ
オ
に
封
ず
る
臼
本
人
騙
逐
要
求
の

原
因
ご
な
つ
だ
も
の
で
あ
る
こ
ご
も
路
ぽ
想
像
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
此
の
如
く
日
本
人
の
マ
カ
オ
騙
逐
は
装
束
数
十
年
間
の

大
問
題
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
萬
暦
四
十
二
年
に
至
っ

て
始
め
て
實
行
さ
る
・
妄
に
な
っ
た
・
卿
ン
ヴ
ァ
盲
ス

の
『
印
度
の
葡
萄
牙
八
』
に
支
那
の
一
官
憲
は
マ
カ
オ
の
葡

萄
牙
人
に
射
し
、
日
本
の
奴
僕
を
畜
養
す
べ
か
ら
す
、
支

那
の
人
口
を
牧
癒
す
べ
か
ら
す
、
之
を
牧
買
す
れ
ば
、
髪

を
剃
り
葡
萄
牙
人
の
服
装
を
な
さ
し
む
べ
く
、
支
那
官
憲

の
許
が
な
く
し
て
、
家
屋
を
新
造
す
べ
か
ら
す
、
未
だ
妻

を
姿
ら
ざ
る
者
は
上
陸
す
べ
か
ら
す
、
宜
し
く
船
中
に
留

ま
る
べ
し
ご
云
ふ
四
條
の
規
副
を
定
め
て
、
之
を
墨
守
せ

し
め
ん
ご
し
た
る
に
、
葡
萄
牙
人
は
支
那
人
ご
事
を
生
す

る
を
恐
れ
、
之
に
從
ふ
に
至
つ
π
こ
ご
が
書
い
て
あ
る
。

明
の
萬
暦
陣
代
縫
本
人
の
マ
カ
オ
鑛
遽
に
就
て　
　
　
　
　
　
　
第
…
號
　

五
二
（
五
二
）

ジ
イ
ナ
ス
は
ア
ン
ド
ラ
…
デ
ご
カ
ス
ト
ラ
ご
か
云
ふ
様
な

葡
萄
牙
著
作
家
の
記
述
に
依
り
、
此
等
四
條
の
規
期
は
、

一
六
一
四
年
（
萬
暦
四
十
二
年
）
の
上
諭
に
依
て
少
し
く
改

正
さ
れ
た
こ
ご
、
此
上
諭
を
刻
し
だ
る
石
碑
は
議
事
堂
に

附
設
さ
れ
た
こ
ご
を
述
べ
、
奮
の
如
も
臼
本
人
の
入
漢
を

禁
じ
、
支
那
の
入
口
を
牧
幽
す
る
こ
ビ
を
許
さ
や
る
外
に

船
舶
は
凡
て
定
例
の
關
税
を
納
む
る
を
要
し
、
随
っ
て
丈

量
の
後
に
非
れ
ば
、
入
港
を
許
さ
す
、
關
税
を
納
め
す
し

て
、
密
貿
易
に
從
ふ
者
は
、
船
着
共
に
無
爵
し
、
奮
家
屋

の
修
繕
を
許
す
外
、
家
屋
の
新
造
を
禁
じ
、
犯
す
者
は
之

を
析
殿
す
べ
し
ご
の
改
正
上
諭
を
暴
げ
て
居
る
。

の『
香
山
縣
志
』
に
、
撫
良
翰
の
『
香
山
縣
志
』
（
康
熈
修
定
）
を

引
用
し
、
新
暦
四
十
二
年
二
六
「
四
年
）
海
鹿
前
帝
性
の

出
離
凡
そ
九
十
八
入
を
追
散
し
て
國
に
還
ら
し
め
し
こ
ご

を
記
し
「
案
申
志
紫
蘇
四
十
一
年
、
　
一
蓋
二
之
物
し
ご
云
ふ

挿
註
を
施
し
て
居
る
。
『
香
山
縣
志
』
が
串
志
に
倭
奴
追
散

を
四
・
†
一
年
夏
櫓
畢
ε
せ
る
を
、
四
十
・
二
年
の
誤
∵
9
ご
漸
じ



た
る
は
、
『
明
史
』
佛
臨
機
傳
の
「
四
十
二
年
総
督
鞘
鳴
岡

微
番
人
、
野
臥
禺
海
」
の
交
に
糠
る
も
の
で
あ
ら
う
が
、

前
述
の
ダ
ン
ヴ
ァ
ー
ス
、
ジ
レ
ず
ス
な
ざ
の
記
事
を
塗
照

す
れ
ば
必
ず
四
十
一
年
で
な
く
し
て
四
十
二
年
で
あ
る
ご

は
定
め
難
い
様
で
あ
る
。
『
漢
門
紀
賂
』
（
官
守
篇
）
に
萬
暦

四
十
二
年
禽
安
性
が
五
事
を
條
具
し
て
石
に
勒
し
、
永
禁

こ
し
た
こ
ご
を
述
べ
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
ジ
ー
ず
ス
に
、

一
六
一
四
年
の
上
諭
に
依
っ
て
改
正
さ
れ
、
議
事
堂
内
の

石
碑
に
銘
刻
さ
れ
た
ε
言
っ
て
あ
る
新
規
則
で
あ
る
こ
ε

は
明
か
で
あ
る
。
禽
安
性
の
五
事
の
世
才
は
、
倭
夕
蝉
養

を
禁
じ
π
も
の
で
其
原
文
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
禁
畜
養
倭
奴
、
凡
新
奮
懊
商
、
敢
三
七
前
事
養
倭
奴
、

　
順
搭
洋
船
貿
易
者
．
許
當
年
歴
事
之
人
前
報
身
掌
、
庭

　
以
軍
法
、
若
不
墨
一
連
重
治
、

　
萬
暦
四
十
＝
明
年
に
マ
カ
オ
よ
う
驕
逐
さ
れ
し
日
本
人

は
、
葡
萄
牙
入
の
慰
め
に
僕
役
の
勢
を
執
れ
る
臼
本
人
に

限
っ
た
課
で
あ
る
が
、
若
し
當
時
マ
カ
オ
に
於
て
、
別
に

　
　
　
筑
六
扇
　
　
研
　
究

明
の
萬
謄
時
代
日
本
人
の
マ
カ
オ
騙
蓮
に
就
て

聡
警
上
の
職
務
に
服
し
、
或
は
貿
易
上
の
業
務
に
從
事
せ

る
日
本
人
が
あ
っ
た
ビ
し
て
も
、
そ
れ
は
騙
逐
の
例
に
な

か
っ
た
の
で
あ
る
が
『
野
曝
編
甲
』
張
鳴
｝
岡
の
疏
言
に
『
つ
倭
巳

有
妻
子
癒
舎
、
今
喪
亡
一
矢
、
逐
名
取
船
、
押
逸
出
境
、
数

十
年
幌
中
之
患
、
一
旦
怯
除
」
の
文
あ
り
、
『
明
史
』
佛
郎
機

傳
張
鳴
岡
の
早
言
に
「
似
不
若
串
明
約
束
、
内
不
許
一
好

閲
出
、
外
不
許
一
下
汐
入
、
里
馬
澱
、
無
弛
防
、
相
記
号
患

之
爲
重
し
の
文
あ
り
。
彼
此
墾
照
す
れ
ば
、
當
時
マ
カ
オ

に
あ
b
し
日
本
人
は
、
葡
萄
牙
入
の
爲
め
に
僕
役
の
勢
を

執
り
し
も
の
、
外
に
無
か
り
し
か
ざ
う
か
は
分
ら
訟
が
、

兎
も
角
一
人
も
残
ら
ず
騙
逐
さ
る
、
こ
ε
に
な
っ
た
療
に

考
へ
ら
れ
る
。
9

　
然
る
に
蕪
に
一
の
疑
問
は
、
明
の
書
風
四
十
二
年
二

六
一
四
年
）
は
我
慶
長
十
九
年
で
、
徳
川
家
康
が
我
國
に

在
留
せ
る
天
主
敏
各
會
の
外
回
入
、
淋
病
、
修
道
士
、
傳

道
士
は
勿
論
、
日
本
人
の
淋
職
、
修
滋
士
．
信
徒
ま
で
も
海

外
に
放
逐
し
た
年
で
あ
る
が
、
此
等
日
本
人
の
放
逐
者
の

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　

五
三
（
五
三
㌧



　
　
　
第
六
巻
　
　
研
　
究

二
部
は
、
マ
カ
オ
に
渡
航
し
た
ご
云
ふ
説
の
あ
る
事
で
あ

る
。
マ
カ
オ
に
於
て
鷺
本
人
が
一
人
も
残
ら
ず
騙
逐
さ
る

、
に
至
っ
た
年
に
於
て
、
日
本
人
が
新
に
H
本
か
ら
マ
カ

オ
に
渡
航
し
た
ご
云
ふ
事
は
、
若
し
事
實
こ
す
れ
ば
、
實

に
不
思
議
な
事
ご
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
時
放
流
さ

れ
し
日
本
人
の
百
半
人
な
り
し
こ
ε
は
、
『
駿
府
記
』
『
武

徳
編
年
集
成
』
（
通
航
一
覧
憲
百
九
十
二
）
『
長
崎
港
草
』
（
長

騎
叢
書
第
二
編
）
『
外
國
入
津
記
』
（
藏
航
一
覧
巻
百
八
十

四
『
大
久
保
記
別
集
』
（
通
航
一
覧
懇
百
六
十
四
）
『
間
關
難

記
』
（
同
上
〉
『
古
集
記
』
（
同
上
）
『
長
崎
實
録
大
成
』
（
同
上
）

『
六
本
長
二
言
』
（
同
上
）
等
の
記
事
に
依
っ
て
知
る
事
が
串

理
る
。
慶
長
十
九
年
の
天
圭
敷
徒
放
逐
は
慶
長
十
八
年
十

二
月
μ
二
十
二
日
（
一
⊥
ハ
一
四
」
年
一
月
ρ
　
ご
十
一
臓
）
夜
江
芦
城

に
於
て
仰
出
さ
れ
し
金
地
院
崇
傳
の
撰
に
威
り
し
『
伸
天

蓮
追
放
之
文
』
の
結
果
に
し
て
、
此
に
は
「
彼
砂
付
蓮
徒

軍
、
皆
反
件
政
令
・
、
．
寸
土
尺
地
無
難
措
手
足
、
斎
言
擾
之
」

云
々
ご
あ
り
、
彼
等
を
野
外
に
放
逐
す
る
を
目
的
ビ
し
た

胆
の
萬
勝
簿
代
臼
本
入
の
マ
カ
ナ
畷
逐
に
就
て　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
日
　
　
　
五
四
　
（
五
四
）

る
も
の
に
し
て
、
放
共
地
の
マ
カ
オ
で
あ
る
ご
、
フ
イ
ソ

ソ
ど
ン
で
あ
る
ビ
は
、
問
ふ
所
で
な
い
の
で
あ
る
。
前
東

京
大
沓
敷
師
ゾ
ー
ス
の
『
葡
萄
牙
人
日
本
放
逐
の
原
因
』
や

ズ
タ
イ
ヘ
ン
の
『
耶
蘇
敷
諸
大
名
』
に
此
時
の
禁
倉
は
臼
本

國
内
の
天
主
敷
徒
を
、
外
論
人
糞
本
人
の
別
な
く
悉
く
之

を
長
崎
に
放
逐
し
、
長
崎
よ
）
更
に
マ
ニ
ラ
及
び
マ
カ
オ

に
放
逐
せ
む
こ
ご
を
命
じ
π
も
の
、
樺
…
に
述
べ
て
あ
る
が

放
逐
地
を
指
定
す
る
の
は
此
藩
学
の
趣
冒
で
は
な
く
、
叉

不
可
能
の
こ
ご
で
あ
っ
だ
の
で
あ
る
。
日
本
の
史
籍
中
放

宮
地
に
言
及
し
て
居
る
も
の
は
多
く
は
天
川
若
し
く
は
天

川
ご
解
古
す
べ
き
西
洋
ご
言
っ
て
居
り
、
呂
宋
ご
言
っ
て

居
る
も
の
は
少
な
い
。
僅
か
に
『
薄
利
斯
督
記
』
（
通
航
一

覧
爺
喜
入
十
四
）
に
呂
宋
へ
流
罪
杉
村
け
ら
れ
し
こ
ご
を

記
し
『
六
本
長
崎
記
』
（
同
上
）
に
南
獲
西
洋
國
に
還
流
仰
付

け
ら
る
、
南
璽
西
洋
國
ご
申
は
、
呂
宋
あ
ま
か
は
の
邊
な

う
ご
言
ひ
、
『
長
騎
港
草
』
二
長
崎
叢
書
二
編
）
に
は
高
山
内

藤
等
の
天
川
に
流
罪
せ
ら
れ
し
こ
ビ
を
述
べ
な
が
ら
、
此



時
の
追
放
は
、
皆
呂
宋
國
へ
遣
さ
れ
し
ゃ
ご
言
っ
て
あ
る

位
な
も
の
で
あ
る
。
『
新
安
手
簡
』
新
井
臼
石
の
安
積
澹
泊

に
醤
す
る
返
書
に
は
、
南
坊
如
安
等
の
呂
宋
に
往
き
し
こ

ご
を
述
べ
て
居
る
が
、
こ
れ
は
臼
石
が
或
る
外
國
入
（
羅

馬
入
）
に
質
問
し
て
始
め
て
知
っ
だ
事
貿
で
め
る
。
要
す

る
に
、
罠
本
に
て
は
此
慶
長
十
九
年
の
放
逐
者
の
放
逐
先

に
就
て
は
、
注
意
す
る
者
も
な
く
、
叉
際
際
に
於
て
知
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

て
居
る
者
も
な
か
っ
た
様
で
あ
る
Q
・
ラ
セ
ッ
ー
の
『
日

本
西
敏
史
』
に
、
此
時
日
本
か
ら
放
逐
さ
れ
し
者
は
、
ド

ミ
ニ
カ
ソ
、
オ
ー
ガ
ス
齢
グ
ィ
ン
、
フ
ラ
ン
シ
ス
カ
ン
各
ズ
曾

の
司
祭
職
（
牢
Φ
貯
臼
玉
亀
σ
q
囲
。
舜
）
二
十
二
人
、
仁
兄
（
津
寄
。
。

蒙
。
。
）
五
入
、
日
本
入
司
祭
七
入
、
司
祭
候
補
者
五
入
、
耶

蘇
會
修
道
士
百
十
七
人
、
紳
學
校
生
徒
百
人
、
傳
道
士

（
9
審
。
乞
ω
け
）
翻
ち
司
祭
の
布
敷
事
業
補
助
者
百
人
に
し
て

三
艘
の
船
に
分
乗
し
て
、
長
崎
を
出
帆
し
雲
華
に
言
っ
て

あ
る
が
、
此
三
艘
の
中
、
一
晩
は
航
路
を
フ
イ
リ
ソ
ビ
ン

に
取
り
て
、
高
出
右
近
殿
一
族
、
ジ
ュ
ソ
ェ
下
汐
以
下
数

　
　
　
纂
六
巷
　
　
研
　
究

明
の
萬
暦
畔
代
H
本
人
の
マ
カ
ナ
騙
蓬
に
獣
て 多

の
貴
著
人
、
耶
蘇
會
司
祭
入
入
～
司
祭
補
候
者
十
五
人

日
本
青
年
聖
職
者
十
五
人
、
西
班
牙
修
道
士
若
干
名
は
之

じ
楽
組
み
他
の
五
畿
は
航
路
を
マ
カ
オ
に
取
り
、
前
記
修

肱泡

m
、
耶
蘇
會
士
義
目
十
入
、
紳
墨
」
校
生
徒
五
十
人
置
之
に

乗
組
む
だ
機
に
書
い
て
あ
る
。
頗
る
曖
昧
な
記
事
で
、
フ

ィ
リ
ソ
ピ
ソ
に
向
ひ
し
一
艘
の
船
に
、
高
山
右
近
戸
田
本
人

の
乗
組
み
し
者
あ
り
し
は
朋
か
な
る
も
、
マ
カ
オ
に
向
ひ

し
二
二
の
船
に
、
口
蓋
入
の
乗
組
み
し
も
の
あ
り
し
か
ざ

う
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
明
か
で
な
い
9
然
る
に
稽
々
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

世
の
編
纂
物
で
は
あ
る
が
、
シ
ャ
ー
〃
ヅ
オ
ァ
の
『
副
本

吏
誌
』
に
（
高
山
）
右
近
殿
（
内
藤
）
丹
波
侯
父
子
及
び
其
全

家
族
、
オ
審
ガ
ス
櫛
グ
イ
ソ
、
ド
ミ
ニ
カ
ン
、
フ
ラ
ン
シ
ス
カ

ン
各
會
の
修
道
士
全
部
、
耶
蘇
會
士
二
十
三
人
は
一
戦
の

支
那
ジ
ャ
ン
ク
船
に
乗
組
み
て
ブ
イ
リ
ッ
ビ
ソ
に
討
ひ
、
耶

蘇
會
士
七
十
三
人
及
び
各
階
級
に
乱
す
る
多
数
の
騰
本
人

は
、
二
巴
の
船
に
て
、
マ
カ
オ
に
向
ひ
し
こ
ε
を
述
べ
て

あ
る
。
　
シ
ヤ
ー
ル
ヅ
オ
ァ
は
之
に
就
て
葡
萄
牙
人
は
此

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
五
五
　
（
五
五
）



　
　
　
鉱
六
巻
　
．
研
究

等
臼
本
諸
侯
を
し
て
、
彼
等
の
都
市
マ
カ
オ
を
其
退
居
地

こ
し
て
選
定
せ
し
め
む
ご
ε
を
熱
望
し
な
る
も
、
審
慮
熟

議
の
末
、
之
を
良
策
に
正
す
ε
信
じ
た
る
こ
ε
に
就
て
は

一
歴
史
家
は
マ
カ
オ
の
葡
萄
牙
人
が
常
に
恭
謙
謹
愼
以
て

其
圭
盲
者
た
る
支
那
帝
の
歓
心
を
結
ば
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

地
位
に
あ
る
が
故
に
、
支
那
帝
の
心
陰
か
に
其
域
内
に
於

て
多
数
の
勇
敢
な
る
H
本
入
、
殊
に
公
方
濫
家
康
が
一
人

能
く
敵
の
全
軍
に
當
る
に
足
る
ビ
言
っ
て
畏
芳
し
だ
る
有

名
六
．
｛
、
阿
山
右
近
殿
を
見
る
こ
ど
を
願
は
ざ
る
を
察
し
穴
も

の
で
あ
ら
う
ご
考
へ
て
居
る
が
、
然
し
霞
分
シ
ャ
ー
ル
ヅ

ォ
ァ
の
考
へ
で
は
、
さ
う
で
は
な
く
、
藏
本
入
の
支
那
國

内
に
あ
る
こ
ご
を
恐
る
、
の
情
は
、
支
那
帝
よ
わ
は
、
公

方
標
の
方
が
甚
だ
し
い
筈
で
あ
っ
て
．
彼
は
常
に
支
那
帝

こ
の
開
戦
を
考
へ
て
居
る
か
ら
、
右
近
殿
の
敵
國
支
那
に

投
ず
る
を
喜
ば
ざ
る
は
明
か
で
、
こ
れ
は
右
近
殿
を
し
て

マ
カ
オ
よ
り
＝
暦
御
方
の
フ
イ
ソ
ソ
ビ
ン
に
退
去
の
決
心

を
爲
さ
し
む
る
に
至
り
た
る
理
由
で
あ
る
ま
い
か
ご
堕
言

明
の
萬
謄
聴
代
段
本
人
の
で
カ
オ
脹
返
に
就
て

第
一
號

五
六
　
　
（
五
山
ハ
）

し
、
叢
誌
は
兎
も
角
、
多
数
の
日
本
海
が
マ
カ
オ
に
向
つ

た
嵯
に
述
べ
て
居
る
。
彼
の
前
文
の
趣
旨
は
此
附
言
の
爲

め
に
稽
々
曖
隊
に
な
っ
た
観
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
勇
敢
な

る
高
山
右
近
等
日
本
諸
侯
の
マ
カ
オ
に
退
去
せ
ざ
り
し
理

由
を
述
べ
た
も
の
で
、
各
階
級
に
厩
す
る
謎
本
人
の
マ
カ

オ
に
向
ひ
し
こ
ご
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
◎
シ
ヤ
ー

ル
ヴ
ォ
ァ
、
が
引
用
し
た
る
一
歴
史
家
ご
は
伊
太
利
史
家
バ

ル
ト
リ
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
明
か
で
、
其
有
名
な

切耶
蘇
會
史
の
日
本
の
部
に
マ
ニ
ラ
に
向
ひ
し
日
本
人
の
こ

ご
を
述
べ
、
高
山
右
近
に
關
し
、
葡
萄
食
人
等
は
彼
を
マ

カ
オ
に
迎
へ
る
こ
ご
を
熱
望
せ
し
が
、
そ
れ
は
出
來
な
か

っ
た
、
支
那
は
臼
本
の
仇
敵
こ
し
て
、
彼
ほ
ざ
の
武
藝
の

若
人
を
マ
カ
オ
に
概
く
こ
ご
を
逆
撃
ビ
し
て
肯
ん
ぜ
な
か

っ
た
爲
め
で
あ
る
ご
言
っ
て
居
る
、
然
し
バ
ル
ト
ソ
ー
は

此
時
マ
カ
オ
に
上
陸
せ
る
日
本
放
逐
者
の
中
に
、
冠
本
人

が
居
っ
た
か
ざ
う
か
ビ
云
ふ
こ
ご
に
就
ゴ
て
は
、
何
ご
も
書

い
て
な
い
が
、
ス
タ
イ
ヘ
ン
の
『
耶
蘇
敷
諸
大
名
』
に
は
、



一
六
…
四
年
の
日
本
放
逐
者
に
關
す
る
マ
ニ
ラ
の
記
録
に

媛
つ
た
ε
言
っ
て
、
マ
ニ
ラ
に
向
ひ
し
一
艘
の
船
は
、
長

崎
奉
行
の
マ
人
村
山
某
に
依
っ
て
儀
装
さ
れ
し
も
の
で
、

高
由
、
内
藤
及
び
其
一
族
、
長
老
二
人
、
各
葉
叢
轡
師
約

三
十
入
、
ジ
ュ
リ
ア
悟
り
藤
及
び
其
随
行
者
十
四
入
を
牧
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切

し
留
る
こ
ご
を
述
べ
、
又
パ
ジ
エ
ス
の
『
固
定
基
督
敷
史
』

に
糠
つ
た
こ
言
っ
て
、
マ
カ
オ
に
向
ひ
し
他
の
二
戸
に
も

有
名
な
天
主
激
徒
あ
り
、
下
中
で
も
、
ト
ー
マ
ス
小
田
の

如
き
は
、
最
も
有
名
な
も
の
で
、
慮
外
七
十
籐
人
の
耶
蘇

會
士
あ
り
し
こ
ご
を
述
べ
て
居
る
。
パ
ジ
ェ
ス
に
は
ざ
う

し
た
も
の
か
、
ト
ー
マ
ス
幸
田
の
こ
ご
は
見
當
ら
な
い
ス

タ
イ
ヘ
ン
の
メ
ジ
エ
ス
に
糠
つ
た
ご
言
っ
て
書
い
て
居
る

所
は
、
何
に
簾
つ
だ
も
の
か
分
ら
澱
が
、
全
く
根
糠
の
無
・

い
説
こ
も
思
は
れ
濾
様
で
あ
る
、

　
バ
ジ
エ
ス
は
一
方
に
於
て
、
　
一
艘
の
船
は
フ
ラ
ン
シ
ス

カ
ン
、
ド
ミ
ニ
カ
ン
、
銀
雪
ガ
ス
ク
イ
ン
各
會
の
修
遽
士

耶
蘇
會
士
二
十
三
人
、
傳
道
士
若
干
名
及
び
日
本
入
の
放

　
　
　
第
六
巷
　
　
研
　
究

賜
の
萬
暦
時
代
麟
本
人
の
で
カ
ォ
騙
遽
に
就
て

逐
野
郎
ち
ジ
ュ
ス
ト
右
近
殿
、
内
藤
徳
庵
、
其
他
京
阪
地

方
の
放
逐
者
若
干
名
、
並
に
嫌
人
等
を
牧
在
し
て
、
マ
ニ

ラ
に
向
ひ
、
二
艘
の
船
は
耶
蘇
會
の
修
道
士
十
三
人
、
傳

滋
士
生
徒
及
び
日
本
入
放
逐
者
の
獲
徐
を
牧
容
し
て
、
マ

カ
オ
に
向
ふ
筈
で
あ
っ
だ
こ
ご
を
述
べ
て
居
る
が
、
　
一
方

に
於
て
は
、
マ
ニ
ラ
に
向
ひ
し
者
は
、
耶
蘇
會
の
修
道
士

二
十
三
人
、
ド
ミ
．
ニ
カ
ン
會
紳
父
二
人
、
フ
ラ
ン
シ
ス
ヵ

ン
會
士
引
入
、
オ
ー
ガ
ス
ク
ィ
ン
會
士
二
人
及
び
長
老
で

マ
カ
オ
に
向
ひ
し
者
は
紳
父
三
十
三
人
、
耶
蘇
會
の
敷
兄

二
十
九
人
で
あ
る
ビ
言
ひ
、
マ
ニ
ラ
に
向
ひ
し
者
に
も
、

マ
カ
オ
に
向
ひ
し
者
に
も
、
円
本
入
の
居
っ
た
こ
ε
は
、

本
文
に
は
述
べ
て
居
な
い
。
然
し
マ
ニ
ラ
に
向
ひ
し
耶
蘇

會
の
修
道
士
二
十
三
人
の
所
に
註
脚
を
施
し
、
支
那
人
は

最
近
の
戦
箏
に
依
っ
て
、
田
本
人
を
怨
み
、
彼
等
の
支
那

領
内
に
在
る
を
許
さ
す
、
此
時
も
矯
本
人
の
修
道
士
等
は

支
那
に
渡
航
す
る
こ
ご
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ
ご
を
述
べ

叉
マ
カ
オ
に
向
ひ
し
耶
蘇
會
の
紳
父
三
十
三
人
、
教
兄
二

　
　
　
　
　
　
　
第
M
號
　
　
　
五
七
　
（
五
七
）



　
　
　
箪
六
巻
　
　
研
究

十
九
人
の
所
に
註
脚
を
施
し
、
マ
ニ
ラ
に
往
く
こ
ご
が
出

漁
な
か
つ
薄
湿
本
人
は
交
趾
（
O
o
o
露
午
Ω
存
置
）
に
向
け
て

航
逡
さ
る
、
こ
ご
に
な
っ
た
こ
ε
を
述
べ
て
居
る
、
マ
ジ

エ
ス
は
此
時
田
本
人
の
マ
ニ
ラ
に
向
ひ
し
者
あ
る
は
、
彼

等
は
支
那
の
領
土
象
る
マ
カ
オ
に
渡
航
す
る
を
許
さ
れ
ざ

う
し
が
爲
め
で
あ
る
。
さ
れ
ば
ご
て
百
石
入
の
日
本
人
を

尽
く
マ
ニ
ラ
に
上
陸
せ
七
む
る
こ
ビ
も
出
女
な
い
の
で
、

マ
カ
オ
行
の
船
に
便
乗
せ
し
め
て
．
交
趾
に
逡
つ
た
も
の

で
あ
る
Q
マ
カ
オ
行
の
船
が
高
山
右
近
等
マ
ニ
ラ
に
向
ひ

し
日
本
人
放
逐
者
以
外
の
臼
本
気
を
牧
翻
し
た
る
は
、
之

を
マ
カ
オ
に
航
邊
す
る
留
め
に
罪
す
、
交
趾
に
航
邊
す
る

爲
め
で
あ
る
ε
考
へ
て
居
る
繕
踏
で
あ
る
。
バ
ジ
エ
ス
は
何

の
盛
る
所
あ
っ
て
、
島
本
人
の
交
趾
に
丁
寧
さ
れ
し
こ
ご

を
述
べ
て
居
る
か
明
か
で
な
い
。
　
一
六
一
四
年
（
即
ち
萬

暦
四
十
二
年
の
H
本
人
騙
逐
禽
は
永
く
其
効
力
を
有
し
た

か
否
か
は
頗
る
疑
は
し
い
が
、
少
く
も
其
當
時
に
於
て
は

除
程
真
心
に
實
行
さ
れ
た
標
で
あ
る
か
ら
、
H
本
か
ら
放

明
の
寓
暦
時
代
巳
本
入
の
マ
カ
オ
驕
悪
に
獣
て　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
五
八
　
（
五
八
）

逐
さ
れ
し
臼
本
人
が
マ
カ
オ
に
上
陸
す
る
こ
ε
を
許
さ
る

、
筈
は
な
い
。
萬
暦
四
十
二
年
に
マ
カ
オ
か
ら
騙
逐
さ
れ

し
田
本
人
の
行
先
に
就
て
も
、
勢
ら
な
い
が
、
此
同
じ
年

に
日
本
か
ら
放
逐
さ
れ
、
マ
カ
オ
に
向
へ
る
縫
本
人
の
運

命
に
就
て
も
、
之
を
確
か
む
べ
き
精
確
の
史
料
が
未
だ
登

見
さ
れ
な
い
の
は
遽
憾
至
極
で
あ
る
。
バ
ジ
エ
ス
は
一
六

一
四
年
に
属
本
を
放
逐
さ
れ
し
日
本
人
の
酬
部
が
交
趾
に

航
途
さ
れ
し
こ
ご
を
言
っ
て
居
る
だ
け
で
、
根
襟
を
示
さ

な
い
の
は
甚
だ
物
足
り
な
い
が
脇
全
然
荒
唐
無
稽
の
事
ビ

は
考
へ
ら
れ
な
い
。
交
趾
支
那
に
於
て
天
主
敷
の
布
敷
事

業
が
効
を
奏
し
改
宗
者
を
出
し
た
の
は
一
六
一
五
年
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

て
始
め
ざ
す
る
が
、
そ
れ
は
葡
萄
牙
の
貴
族
フ
ェ
ル
デ
ィ

ナ
ン
ド
・
デ
・
コ
ス
タ
が
マ
カ
オ
か
ら
交
趾
支
那
を
巡
親
し

だ
結
果
で
あ
っ
て
、
當
蒋
既
に
マ
カ
オ
ビ
交
趾
支
那
こ
の

聞
に
密
接
な
交
蓮
が
あ
っ
た
の
み
な
ら
す
、
西
斑
牙
の
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
増

ラ
ソ
シ
ス
カ
ン
修
滋
士
バ
ー
ト
ロ
メ
ウ
・
川
イ
ス
の
如
き

は
既
に
…
五
八
三
年
以
來
交
趾
支
那
に
於
て
居
住
を
許
さ
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歌
謡
史
上
に
於
け
る
「
雑
嚢
し
に
就
き
て

　
我
が
國
の
歌
譲
難
事
、
軍
安
朝
後
期
に
雑
藪
ビ
総
繕
さ

れ
る
諸
種
の
新
歌
誰
が
起
っ
て
、
其
れ
が
次
期
の
近
古
期

　
　
　
餓
〃
山
王
巻
　
　
　
研
一
　
究
　
　
　
謙
…
壷
口
上
に
㎜
於
浄
り
ろ
「
維
藝
」
に
．
麓
毫
て

　
　
　
鍬

文
學
士
志

田

義
　
秀
．

へ
も
流
れ
て
、
種
々
な
開
展
を
逮
げ
た
こ
ご
は
、
人
の
知

る
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
雑
藝
ε
い
ふ
も
の
も
、
前
後
可
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一
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